


                                                         

設 置 根 拠 運輸支局：国土交通省設置法第 37条、国土交通省組織令第 216条 

所 掌 事 務 

〔運輸支局〕 

1 自動車の登録及び検査、バス･タクシー･トラック事業の申請手続 

2 鉄道、観光、貨物流通に係る事業の申請手続 

3 船員の雇入届出、船員手帳の交付、海技免状の交付事務、船員の職業紹介 

4 旅客航路事業、内航海運業、港湾運送事業及び倉庫業の申請手続 

5 船舶登録関係事務、船舶検査関係事務等 

〔海事事務所〕 

1 船員の雇入公認、船員手帳の交付、海技免状の交付事務、船員の職業紹介 

2 旅客航路事業、内航海運業、港湾運送事業及び倉庫業の申請手続 

3 船舶登録関係事務、船舶検査関係事務等 

管 轄 区 域 

〔愛媛運輸支局〕 

・陸運関係は愛媛県 

・海事関係は、愛媛県のうち今治海事事務所及び宇和島海事事務所の区域を 

除く。 

〔今治海事事務所〕 

海事関係に限る 

愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡 

〔宇和島海事事務所〕 

 海事関係に限る 

 愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡 

情報公開・個人

情報保護窓口 

担当：四国運輸局 総務部 総務課 

TEL（087）802－6715 

（注）愛媛運輸支局及び下部機関に関する情報の開示請求等は、四国運輸局（本

局）の上記窓口で受け付けています。  

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

登録ヘルプデスク 

 内 容：自動車の登録及び検査手続の照会 

 担 当 課：運輸企画専門官（登録担当） 

 電話番号：050－5540－2076（音声による自動回答） 

 受付時間：常時 

 


